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都市政策推進室中野駅周辺地区整備担当

都 市 基 盤 部 都 市 計 画 担 当

都市基盤部道路・公園管理担当

都 市 基 盤 部 交 通 対 策 担 当

中野駅南口地区まちづくりについて 

１ 中野二丁目土地区画整理事業について 

（１）中野二丁目土地区画整理組合の設立認可申請について 

 中野二丁目土地区画整理事業について、中野二丁目土地区画整理準備組

合より、土地区画整理法第１４条第１項に規定する組合の設立認可申請が

あったので報告する。

１）土地区画整理事業の名称 

東京都市計画土地区画整理事業中野二丁目土地区画整理事業 

２）施行者の名称 

 中野二丁目土地区画整理組合 

３）事業所の所在地 

 東京都中野区中野二丁目２５番８号 

４）施行地区 

 東京都中野区中野二丁目、中野三丁目、中野五丁目の各一部 

５）施行面積 

 約２．４ｈａ 

６）事業施行期間 

 組合設立認可公告日～平成３７年３月３１日 

７）事業計画概要 

 別紙のとおり 

８）申請日 

平成２８年２月１５日 

（２）業務代行方式の活用について 

中野二丁目土地区画整理準備組合は、組合設立後における事業の迅速か

つ安定的な事業推進と着実な公共施設整備を進めるにあたり、民間企業の

技術力と専門的なノウハウを活用した事業調整や効率的な工事施工、及び

資金力を活かした事業の確実性の向上を図るため、業務代行方式を活用す

ることとなったので報告する。
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１）業務代行者 
  西松建設株式会社 

２）主な業務範囲 
  ①事業推進のための支援・協力業務 
  ②公共施設等の工事施工 
  ③保留地処分に関する協力 

 

２．整備の進め方について 

整備の進め方については、図１のとおり第１段階として市街地再開発事業

区の南側敷地へ新公社棟を整備し、第２段階で再開発施設建築物の整備、第

３段階で南口駅前広場の整備を行うこととしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そこで第１段階の新公社棟を整備するため、以下の工事を先行整備する。 

（１）工事車両の動線整備 

主要区画道路の南側（大久保通り側）からの工事車両動線を整備するた

め、平成２８年４月より順次、旧南部教育相談室及び桃園公園、民間施設

等の除却を行う。 

なお、同公園については、同年４月中旬から休園の予定である。 

 

整備箇所 
整備済箇所 

【第１段階】 【第２段階】 【第３段階】 

整備の手順（図１） 



（２）新公社棟の敷地整備 

新公社棟の敷地を整備するため、同敷地内に設置している中野南自転車

駐車場については現公社中野駅前住宅の敷地内へ、また同駐車場内のバイ

ク置場については事業用地内へそれぞれ移転する。 

なお、移転先の各施設は平成２８年１０月より供用開始の予定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）今後の予定（第１段階） 

 

 

 

 

 

平成２８年４月～５月 

・組合設立認可 

・再開発事業区への換地の申出 

（組合設立認可の公告日から６０日以内） 

・先行整備着手 

６月 ・仮換地指定 

１０月 ・中野南自転車駐車場の移転 

１１月～ 

平成２９年３月 
・新公社棟の敷地整備 

平成２９年４月～ 

平成３１年３月 
・新公社棟工事 

【第１段階】における先行整備（図２） 

旧南部教育相談室 

桃園公園 
現公社中野駅前住宅敷地 
工事車両動線 
区有施設 

中野南自転車駐車場 



1. 基本事項

2. 地区の現況

3. 設計

4. 資金計画

中野二丁目土地区画整理事業　事業計画の概要

①施行者　　中野二丁目土地区画整理組合
②施行地区　中野区中野二丁目、中野三丁目、
　　　　　　中野五丁目の各一部
③施行面積　約 2.4ha

①地区内人口　約 250 人
②地権者数　　16 人
③筆数　　　　54 筆
④建物棟数　　21 棟

①土地利用の現況及び土地利用計画 ③公共施設整備計画

②減歩率

公共減歩率
25.1%

保留地減歩率
14.9%

合算減歩率
40.0%

⑤地域地区　用途地域　：商業地域、近隣商業地域、
　　　　　　　　　　　　第一種中高層住居専用地域
　　　　　　建ぺい率　：80%( 商業、近商 )、60%(１中高 )
　　　　　　指定容積率：600%、500%( 商業 )、400%( 近商 )、200%(１中高 )

④事業施行期間　組合設立認可公告日～平成 37 年3月31日
⑤認可権者　　　中野区
⑥都市計画決定　名称：東京都市計画土地区画整理事業
　　　　　　　　　　　中野二丁目土地区画整理事業
　　　　　　　　日付：平成 27 年 3月 6日
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